
▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
　
２
階
　
中
会
議
室

▼
対
象
者
＝
町
内
在
住
者
ま

た
は
町
内
事
業
所
・
学
校
に
通

う
概
ね
18
歳
以
上
の
方

▼
定
員
＝
10
名

▼
受
講
料
＝
無
料（
た
だ
し
テ

キ
ス
ト
代
は
受
講
者
負
担
と

な
り
ま
す
。）

▼
持
ち
物
＝
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

※

講
習
会
の
後
半
か
ら
パ
ソ

コ
ン
を
使
用
し
た
点
訳
を
行

い
ま
す
。

▼
受
験
手
数
料
＝

　
１
０
，４
０
０
円

　
そ
の
他
、詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

　
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士

　
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
０
３（
３
２
６
３
）７
７
０
０

　
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
、保
護
者
が
義
務

教
育
諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る

義
務
を
猶
予
ま
た
は
免
除
さ

れ
た
子
に
対
し
て
、中
学
校
卒

業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど

う
か
認
定
す
る
国
の
試
験
で

す
。合
格
し
た
方
に
は
高
等
学

校
の
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ

ま
す
。

▼
受
験
案
内
・
願
書
＝
栃
木
県

教
育
委
員
会
事
務
局
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

▼
出
願
期
限
＝
９
月
２
日（
金
）

ま
で

▼
試
験
日
＝
10
月
20
日（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
教
育
委
員
会

　
事
務
局
義
務
教
育
課

　
　
０
２
８（
６
２
３
）３
３
９
１

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
月
）〜
31
日（
水
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル
で
、本
会
地
域

福
祉
係
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
地
域
福
祉
係

　
　
　  

３
１
６
６

　
　
　  

３
１
６
４

　
　:chiiki@kamisyakyo.or.jp

▼
日
時
＝
11
月
13
日（
日
）

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所
＝
と
ち
ぎ
健
康
の
森
、

ホ
テ
ル
マ
イ
ス
テ
イ
ズ
宇
都
宮

▼
申
込
方
法
＝

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込

　
７
月
25
日（
月
）午
前
９
時

〜
８
月
23
日（
火
）午
後
５
時

ま
で
に
、一
般
財
団
法
人
行

政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。（
そ
の
他
、郵
送

に
よ
る
申
込
も
可
能
で
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。）

　
点
字
の
基
礎
か
ら
点
訳
方

法
ま
で
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
触
れ
て
伝
わ
る
言
葉
を
学

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
程
＝
９
月
７
日（
水
）〜

12
月
28
日（
水
）（
全
13
回
）

【
９
月
28
日（
水
）、
10
月
５
日

（
水
）、11
月
30
日（
水
）、12
月

７
日（
水
）を
除
く
】

原
則
毎
週
水
曜
日

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　
遺
言
書
を
残
し
て
お
く
こ

と
で
、親
族
間
で
争
い
が
起
こ

る
、い
わ
ゆ
る「
争
続
」を
避
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、作
成
し
た
自
筆
証

書
遺
言
書
を
法
務
局
に
預
け

る
こ
と
で
、大
切
な
遺
言
書
を

紛
失
や
改
ざ
ん
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。　

　
ま
た
、相
続
開
始
後
の
家
庭

裁
判
所
の
検
認
手
続
が
不
要

と
な
り
、法
務
局
か
ら
相
続
人

等
に
遺
言
書
が
保
管
さ
れ
て

い
る
旨
の
通
知
が
届
き
ま
す

の
で
、保
管
場
所
に
お
困
り
の

方
や
、万
が
一
の
時
に
相
続
人

な
ど
に
発
見
し
て
も
ら
え
る

か
心
配
な
方
に
お
す
す
め
で

す
。

　
詳
し
く
は
、法
務
局
で
配
布

し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま

た
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http

s://w
w
-

w
.m
oj.go.jp/M

IN
JI/m

in-
ji03_00051.htm

l

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
地
方
法
務
局
　
供
託
課

　
　
０
２
８（
６
２
３
）０
９
２
３

点
字
講
習
会（
初
級
）受

講
者
募
集

令
和
４
年
度
行
政
書
士

試
験
に
つ
い
て

令
和
４
年
度
就
学
義
務

猶
予
免
除
者
等
の
中
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験

法
務
局
の「
自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度
」を
ご
存

じ
で
す
か
？

　
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金（
第
十
一
回
特

別
弔
慰
金
）の
請
求
期
限
が
近

づ
い
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
に

ご
請
求
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
者
＝
令
和
２
年

４
月
１
日（
基
準
日
）に
お
い

て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族

年
金
」等
を
受
け
る
方（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）が
い
な

い
場
合
に
、次
の
順
番
で
ご
遺

族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
順
番
＝
戦
没
者
等
の
死
亡

当
時
の
ご
遺
族
で

１
：
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で

に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方

２
：
戦
没
者
等
の
子

３
：
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、生

計
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
よ
り
、順
番
が
入
れ
替

わ
り
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の

皆
様
へ

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・

ご
質
問
は
お
電
話
で

地
域
の
助
け
合
い「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座（
基

礎
編
）」参
加
者
募
集

令
和
４
年
度
・
５
年
度
手

話
奉
仕
員
養
成
講
座
受
講

生
募
集（
全
40
回
：
前
期
19

回
、後
期
21
回
）

４
：
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者

等
の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、

姪
等
）

※

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係

が
あ
っ
た
方
に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
福
祉
人
権
係

        

９
１
２
８

　
町
と
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、次
の
内
容
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
町
で
は
、65
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
、介
護
予
防
事
業
と
し

て「
く
ろ
ね
え
ポ
イ
ン
ト
制
度
」

を
展
開
し
て
い
ま
す
。く
ろ
ね

え
ポ
イ
ン
ト
制
度
と
は
、ご
近

所
の
助
け
合
い
活
動（
ゴ
ミ
出

し
、話
し
相
手
、簡
単
な
家
事
の

お
手
伝
い
等
）や
地
域
の
居
場

所
サ
ポ
ー
ト
活
動
に
対
し
て
、

お
手
伝
い
を
し
た
方（
＝
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
）に
ポ
イ
ン
ト

が
付
き
、貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト

を
特
典
と
交
換
す
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
で
す
。

☎
56

☎
56

☎
56

　
地
域
の
助
け
合
い
活
動
に

興
味
の
あ
る
方
は
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
＝（
２
日
間
コ
ー
ス
）

１
日
目
：９
月
21
日（
水
）

２
日
目
：９
月
28
日（
水
）

▼
時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

▼
場
所
：
保
健
セ
ン
タ
ー
検
診

ホ
ー
ル（
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
内
）

▼
対
象
者
＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
興
味
が
あ
り
、修
了
後
、地

域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方（
年

齢
・
資
格
等
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
費
用
＝
無
料

▼
申
込
方
法
＝
：
９
月
９
日

（
金
）ま
で
に
健
康
福
祉
課
ま

た
は
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議

会
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
係

        

９
１
０
２

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

        
３
１
６
６

　
手
話
通
訳
者
や
手
話
検
定

を
目
指
す
な
ど
、手
話
を
学
び

た
い
方
向
け
の
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

「
入
門
課
程
」・「
基
礎
課
程
」を
合

わ
せ
た
全
40
回
の
受
講
が
必

要
に
な
り
、令
和
４
年
度
は
、

前
期「
入
門
課
程
」（
19
回
）を
10

月
か
ら
開
催
し
ま
す
。後
期「
基

礎
課
程
」は
令
和
５
年
度
に
開

催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
日
程
＝
前
期「
入
門
課
程
」

全
19
回
：

令
和
４
年
10
月
６
日（
木
）〜
令

和
５
年
３
月
９
日（
木
）毎
週
木

曜
日
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

30
分（
会
場
の
都
合
に
よ
り
実

施
し
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。）

▼
対
象
者
＝
本
町
に
在
住
ま

た
は
通
勤
し
て
い
る
方（
過
去

に
同
様
の
手
話
講
座
の
受
講
・

修
了
経
験
が
あ
る
方
も
申
し

込
み
可
。）

▼
定
員
＝
15
名

▼
受
講
料
＝
無
料（
但
し
テ
キ

ス
ト
代
は
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。）

▼
会
場
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
　
大
会
議
室

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
月
）〜
９
月
９
日（
金
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル
で
、本
会
地
域

福
祉
係
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
地
域
福
祉
係

　
　
　  

３
１
６
６

　
　
　 

３
１
６
４

　
　：

chiiki@kamisyakyo.or.jp

※

Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
の
場
合
は
、
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
受
講

経
験
の
有
無
を
ご
記
載
く
だ

さ
い
。

　
自
動
音
声
案
内
で
ご
案
内

し
て
い
ま
す
。

・
国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・
ご

質
問
は「
１
」

・
税
務
署
窓
口
で
の
相
談
予
約

は「
２
」

※

税
務
署
窓
口
で
の
ご
相
談

は
、混
雑
緩
和
の
た
め「
事
前

予
約
」を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、予
約
状
況
に
よ
り
、

希
望
の
相
談
日
時
に
添
え
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご

了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署

　
０
２
８
（
６
２
１
）
２
１
５
１

（
代
表
）

　地域で暮らす障がいのある方が気軽に立ち寄り、社

会参加を目指す施設です。

　毛糸のマスコット作りや編み物、調理、外出等の活動

を行っています。見学を希望される方は、ぜひお気軽に

お問い合わせください。

▶対象者＝上三川町に現住所を所有する障がいのある

　　　　 18歳以上の方、またはその家族

▶場所＝上三川ふれあいの家ひまわり内

       （上三川町上三川5082-15）

▶問い合わせ先＝
地域活動支援センター「ぐるっぽ」
   ０８０（３３８６）１２７５
   （ぐるっぽ直通電話）
☎

地域活動支援センター「ぐるっぽ」見学会

☎☎

☎ ☎
56

FAXﾒｰﾙ☎

☎
56

FAXﾒｰﾙ

56

56

新型コロナウイルス感染症に関する相談は
栃木県新型コロナウイルスコールセンターへ　    ０５７０－０５２－０９２（２４時間）☎ 

広報かみのかわ　2022.8.1 32

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。



▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
　
２
階
　
中
会
議
室

▼
対
象
者
＝
町
内
在
住
者
ま

た
は
町
内
事
業
所
・
学
校
に
通

う
概
ね
18
歳
以
上
の
方

▼
定
員
＝
10
名

▼
受
講
料
＝
無
料（
た
だ
し
テ

キ
ス
ト
代
は
受
講
者
負
担
と

な
り
ま
す
。）

▼
持
ち
物
＝
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

※

講
習
会
の
後
半
か
ら
パ
ソ

コ
ン
を
使
用
し
た
点
訳
を
行

い
ま
す
。

▼
受
験
手
数
料
＝

　
１
０
，４
０
０
円

　
そ
の
他
、詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

　
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士

　
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
０
３（
３
２
６
３
）７
７
０
０

　
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
、保
護
者
が
義
務

教
育
諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る

義
務
を
猶
予
ま
た
は
免
除
さ

れ
た
子
に
対
し
て
、中
学
校
卒

業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど

う
か
認
定
す
る
国
の
試
験
で

す
。合
格
し
た
方
に
は
高
等
学

校
の
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ

ま
す
。

▼
受
験
案
内
・
願
書
＝
栃
木
県

教
育
委
員
会
事
務
局
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

▼
出
願
期
限
＝
９
月
２
日（
金
）

ま
で

▼
試
験
日
＝
10
月
20
日（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
教
育
委
員
会

　
事
務
局
義
務
教
育
課

　
　
０
２
８（
６
２
３
）３
３
９
１

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
月
）〜
31
日（
水
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル
で
、本
会
地
域

福
祉
係
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
地
域
福
祉
係

　
　
　  

３
１
６
６

　
　
　  

３
１
６
４

　
　:chiiki@kamisyakyo.or.jp

▼
日
時
＝
11
月
13
日（
日
）

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所
＝
と
ち
ぎ
健
康
の
森
、

ホ
テ
ル
マ
イ
ス
テ
イ
ズ
宇
都
宮

▼
申
込
方
法
＝

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込

　
７
月
25
日（
月
）午
前
９
時

〜
８
月
23
日（
火
）午
後
５
時

ま
で
に
、一
般
財
団
法
人
行

政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。（
そ
の
他
、郵
送

に
よ
る
申
込
も
可
能
で
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。）

　
点
字
の
基
礎
か
ら
点
訳
方

法
ま
で
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
触
れ
て
伝
わ
る
言
葉
を
学

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
程
＝
９
月
７
日（
水
）〜

12
月
28
日（
水
）（
全
13
回
）

【
９
月
28
日（
水
）、
10
月
５
日

（
水
）、11
月
30
日（
水
）、12
月

７
日（
水
）を
除
く
】

原
則
毎
週
水
曜
日

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　
遺
言
書
を
残
し
て
お
く
こ

と
で
、親
族
間
で
争
い
が
起
こ

る
、い
わ
ゆ
る「
争
続
」を
避
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、作
成
し
た
自
筆
証

書
遺
言
書
を
法
務
局
に
預
け

る
こ
と
で
、大
切
な
遺
言
書
を

紛
失
や
改
ざ
ん
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。　

　
ま
た
、相
続
開
始
後
の
家
庭

裁
判
所
の
検
認
手
続
が
不
要

と
な
り
、法
務
局
か
ら
相
続
人

等
に
遺
言
書
が
保
管
さ
れ
て

い
る
旨
の
通
知
が
届
き
ま
す

の
で
、保
管
場
所
に
お
困
り
の

方
や
、万
が
一
の
時
に
相
続
人

な
ど
に
発
見
し
て
も
ら
え
る

か
心
配
な
方
に
お
す
す
め
で

す
。

　
詳
し
く
は
、法
務
局
で
配
布

し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま

た
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http

s://w
w
-

w
.m
oj.go.jp/M

IN
JI/m

in-
ji03_00051.htm

l

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
宇
都
宮
地
方
法
務
局
　
供
託
課

　
　
０
２
８（
６
２
３
）０
９
２
３

点
字
講
習
会（
初
級
）受

講
者
募
集

令
和
４
年
度
行
政
書
士

試
験
に
つ
い
て

令
和
４
年
度
就
学
義
務

猶
予
免
除
者
等
の
中
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験

法
務
局
の「
自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度
」を
ご
存

じ
で
す
か
？

　
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金（
第
十
一
回
特

別
弔
慰
金
）の
請
求
期
限
が
近

づ
い
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
に

ご
請
求
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
者
＝
令
和
２
年

４
月
１
日（
基
準
日
）に
お
い

て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族

年
金
」等
を
受
け
る
方（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）が
い
な

い
場
合
に
、次
の
順
番
で
ご
遺

族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
順
番
＝
戦
没
者
等
の
死
亡

当
時
の
ご
遺
族
で

１
：
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で

に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方

２
：
戦
没
者
等
の
子

３
：
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、生

計
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
よ
り
、順
番
が
入
れ
替

わ
り
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の

皆
様
へ

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・

ご
質
問
は
お
電
話
で

地
域
の
助
け
合
い「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座（
基

礎
編
）」参
加
者
募
集

令
和
４
年
度
・
５
年
度
手

話
奉
仕
員
養
成
講
座
受
講

生
募
集（
全
40
回
：
前
期
19

回
、後
期
21
回
）

４
：
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者

等
の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、

姪
等
）

※

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係

が
あ
っ
た
方
に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
福
祉
人
権
係

        

９
１
２
８

　
町
と
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、次
の
内
容
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
町
で
は
、65
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
、介
護
予
防
事
業
と
し

て「
く
ろ
ね
え
ポ
イ
ン
ト
制
度
」

を
展
開
し
て
い
ま
す
。く
ろ
ね

え
ポ
イ
ン
ト
制
度
と
は
、ご
近

所
の
助
け
合
い
活
動（
ゴ
ミ
出

し
、話
し
相
手
、簡
単
な
家
事
の

お
手
伝
い
等
）や
地
域
の
居
場

所
サ
ポ
ー
ト
活
動
に
対
し
て
、

お
手
伝
い
を
し
た
方（
＝
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
）に
ポ
イ
ン
ト

が
付
き
、貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト

を
特
典
と
交
換
す
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
で
す
。

☎
56

☎
56

☎
56

　
地
域
の
助
け
合
い
活
動
に

興
味
の
あ
る
方
は
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
＝（
２
日
間
コ
ー
ス
）

１
日
目
：９
月
21
日（
水
）

２
日
目
：９
月
28
日（
水
）

▼
時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

▼
場
所
：
保
健
セ
ン
タ
ー
検
診

ホ
ー
ル（
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
内
）

▼
対
象
者
＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
興
味
が
あ
り
、修
了
後
、地

域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方（
年

齢
・
資
格
等
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
費
用
＝
無
料

▼
申
込
方
法
＝
：
９
月
９
日

（
金
）ま
で
に
健
康
福
祉
課
ま

た
は
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議

会
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
係

        

９
１
０
２

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

        

３
１
６
６

　
手
話
通
訳
者
や
手
話
検
定

を
目
指
す
な
ど
、手
話
を
学
び

た
い
方
向
け
の
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

「
入
門
課
程
」・「
基
礎
課
程
」を
合

わ
せ
た
全
40
回
の
受
講
が
必

要
に
な
り
、令
和
４
年
度
は
、

前
期「
入
門
課
程
」（
19
回
）を
10

月
か
ら
開
催
し
ま
す
。後
期「
基

礎
課
程
」は
令
和
５
年
度
に
開

催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
日
程
＝
前
期「
入
門
課
程
」

全
19
回
：

令
和
４
年
10
月
６
日（
木
）〜
令

和
５
年
３
月
９
日（
木
）毎
週
木

曜
日
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

30
分（
会
場
の
都
合
に
よ
り
実

施
し
な
い
日
も
あ
り
ま
す
。）

▼
対
象
者
＝
本
町
に
在
住
ま

た
は
通
勤
し
て
い
る
方（
過
去

に
同
様
の
手
話
講
座
の
受
講
・

修
了
経
験
が
あ
る
方
も
申
し

込
み
可
。）

▼
定
員
＝
15
名

▼
受
講
料
＝
無
料（
但
し
テ
キ

ス
ト
代
は
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。）

▼
会
場
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
　
大
会
議
室

▼
申
込
期
間
＝
８
月
１
日

（
月
）〜
９
月
９
日（
金
）

▼
申
込
方
法
＝
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル
で
、本
会
地
域

福
祉
係
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
地
域
福
祉
係

　
　
　  

３
１
６
６

　
　
　 

３
１
６
４

　
　：

chiiki@kamisyakyo.or.jp

※

Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
の
場
合
は
、
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
受
講

経
験
の
有
無
を
ご
記
載
く
だ

さ
い
。

　
自
動
音
声
案
内
で
ご
案
内

し
て
い
ま
す
。

・
国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・
ご

質
問
は「
１
」

・
税
務
署
窓
口
で
の
相
談
予
約

は「
２
」

※

税
務
署
窓
口
で
の
ご
相
談

は
、混
雑
緩
和
の
た
め「
事
前

予
約
」を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、予
約
状
況
に
よ
り
、

希
望
の
相
談
日
時
に
添
え
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご

了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署

　
０
２
８
（
６
２
１
）
２
１
５
１

（
代
表
）

　地域で暮らす障がいのある方が気軽に立ち寄り、社

会参加を目指す施設です。

　毛糸のマスコット作りや編み物、調理、外出等の活動

を行っています。見学を希望される方は、ぜひお気軽に

お問い合わせください。

▶対象者＝上三川町に現住所を所有する障がいのある

　　　　 18歳以上の方、またはその家族

▶場所＝上三川ふれあいの家ひまわり内

       （上三川町上三川5082-15）

▶問い合わせ先＝
地域活動支援センター「ぐるっぽ」
   ０８０（３３８６）１２７５
   （ぐるっぽ直通電話）
☎

地域活動支援センター「ぐるっぽ」見学会

☎☎

☎ ☎
56

FAXﾒｰﾙ☎

☎
56

FAXﾒｰﾙ

56

56

新型コロナウイルス感染症に関する相談は
栃木県新型コロナウイルスコールセンターへ　    ０５７０－０５２－０９２（２４時間）☎ 

町
か
ら

特
　
集

図
書
館

い
き
い
き
プ
ラ
ザ

中
央
公
民
館

ス
ポ
ー
ツ
情
報

町
の
話
題

東
館
南
集
会
所

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

広報かみのかわ　2022.8.133

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


